
【資料１】 

 

青森市国民健康保険事業における現状と今後の取組等について 

 

１ 青森市国民健康保険事業の基礎数値 （参考資料１参照） 

 

２ 新型コロナウイルス感染症の影響による青森市国民健康保険の対応 （参考資料２参照） 

 

３ 青森県国民健康保険運営方針 

（１）策定の目的 

 

 

 

 

 

（２）対象期間等 

 

 

 

（３）改定の主な内容 

 

 

 

 

 

 

 

（４）改定スケジュール（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 国民健康保険事業費納付金・市町村標準保険料率の算定手順等 （参考資料４参照） 

（１）国民健康保険事業費納付金とは 

 

 

 

 

（２）国民健康保険事業費納付金 

・平成 30 年度 ７，３５４，３３７千円 ・平成 31 年度 ８，０１６，３６７千円 

・令和 ２年度 ７，６６５，３０３千円 

（３）市町村標準保険料率とは 

 

 

 

（４）令和元年度以降の納付金・標準保険料率等のスケジュール 

 
 
 
 
 
 

（５）激変緩和措置 

①概要 

 

 

 

②対象期間 

   平成 30 年度～令和５年度（６年間） 

③実績値 

・平成 30 年度 １５３，１４４千円 ・平成 31 年度 １４１，９４１千円 

・令和 ２年度 １１８，５３９千円 

 
５ 青森市国民健康保険事業特別会計の決算状況等 （参考資料５参照） 

 

６ 令和２年度青森市国民健康保険事業重点事項 （参考資料６参照） 

 

７ 国民健康保険運営協議会関係法令・条例 （参考資料７参照） 

運営方針は、新たな国民健康保険制度において、県と市町村が一体となり、保険者としての 

事務を互いに共通認識のもとで実施するとともに、国民健康保険の安定的な財政運営及び国民 

健康保険事業の広域化・効率化の推進を図ることを目的とし、国民健康保険事業の運営に関す 

る統一的な指針として県が策定したものである。 

運営方針の対象期間は、平成 30 年度から令和２年度までの３年間としているため、令和２年度に

おいて運営方針に基づく取組状況等の検証を行い、令和３年度に向けた改定を行うことになる。 

①県は、毎年 12 月末頃に国が示す確定係数に基づき、市町村毎の納付金等、標準保険料率を確定する。 

②市町村は、県が示した納付金等、標準保険料率を参考として、運営協議会等での議論を経て、保険税率 

を決定する。（税率等改定の場合は、3 月又は 6 月議会にて条例改正予定） 

各市町村の国民健康保険被保険者が保険医療機関等を受診した際の保険給付費（医療費等）の次年度費用を

当該年度に県が算定し、市町村が次年度に県から保険給付費（医療費等）の実額を交付される一方で、その

算定額を県へ納付するものである。 

各市町村が県へ納付する「国民健康保険事業費納付金」の財源である保険料について、標準保険料率どおりに

賦課・徴収すれば、必要な保険料を確保できる「参考料率」である。 

①青森県国民健康保険特別会計の剰余金（繰越金）の取扱い、青森県財政安定化基金の使途及び 

市町村財政調整基金の使途などに係る記載を整理する。 

②納付金の算定方法と保険料水準の統一に向けた工程（算定方式の３方式への統一時期、医療費 

指数反映係数をゼロとする時期などに係る記載を整理する。 

※詳細は（参考資料３）を参照。なお、参考資料３は、県内市町村（青森市は運協委員の意見 

 等を含む。）の意見等を取り入れた令和２年９月１７日時点の資料。 

１ 「青森県国民健康保険運営協議会」において、青森県国民健康保険運営方針（改定素案） 

の協議 ⇒令和 2 年 10 月 

 
２ 市町村長等がメンバーになっている「青森県国民健康保険市町村等連携会議」において、

青森県国民健康保険運営方針（改定素案）の協議 ⇒令和 2 年 11 月 

 
３ 青森県国民健康保険運営方針（改定素案）について、県民からの意見募集を行うため、  

「パブリックコメント」の実施 ⇒令和 2 年 12 月 

 
４ 「青森県国民健康保険運営協議会」において、青森県国民健康保険運営方針（改定素案） 

の諮問、答申 ⇒令和 3 年 2 月 

 
５ 青森県知事による青森県国民健康保険運営方針の決定 ⇒令和 3 年 2 月 

 
６ 令和３年４月に改定後の「青森県国民健康保険運営方針」施行 

平成 30 年４月からの国民健康保険の都道府県化に伴い、被保険者の保険税負担の急激な増加を回避するため、

基準年度から１年当たりの伸び率が、一定割合を超える市町村に対して財源措置する。 


